
開 催 日 令和２年２月25日（火）

開 会 時 間 午前10時

閉 会 時 間 午前11時30分

開 会 場 所 選挙管理委員会室

出 席 者

　本日の書記：青木委員

１ 決 定 事 項 （１）前回会議録について

（２）在外選挙人名簿の登録等について

（３）選挙人名簿定時登録日の委員会告示について

選 挙 管 理 委 員 会 
２月定例会会議録

　選挙管理委員：松川昭義委員長、青木眞知子委員、山内栄一郎委員、渡辺秀次委員

　事　 務　 局：吉原事務局長、長坂選挙担当係長、小泉主査

次第及び会議内容

　　　令和２年１月24日に開催した選挙管理委員会定例会の会議録（案）について確認し

　　案のとおり決定した。

　　　令和２年１月25日から２月25日までの間に登録要件を満たした者が３人、抹消の対

　　象となる者が３人で、２月25日現在の登録者は514人となる。

　　　選挙人名簿の定時登録日を令和２年３月２日とすることを決定し、２月25日付けで

　　告示する。

（４）投票所の変更について（第17投票区）

　　　令和２年７月５日に執行される東京都知事選挙において、第17投票区の投票所であ

　　る月島幼稚園が大規模改修工事（工期：令和２年４月～７月末）を行っていることに

　　ともない使用することができないため、投票所を変更することとし、代替の施設を選

　　定する。

　　　投票所の選定に当たり、第17投票区エリア内（月島一・二丁目）にある以下の区立

　　施設の中から、バリアフリーへの対応、投票場所の広さや動線等の観点から比較検討

　　する。

　　　ア　月島スポーツプラザ

　　　　　現在、大規模改修を工事を行っているため、調査することができない。

　　　イ　月島保健センター

　　　　　投票所として使用できるスペースが確保できない。

　　　ウ　月島保育園

　　　　　投票所として使用に適するスペースを２階に確保できるがエレベーターがない。

　　　エ　月島区民館

　　　　　投票所として使用に適するスペースを３階に確保することができ、エレベーター

　　　　も設置されておりバリアフリーに対応している。

　　　以上から、月島区民館を投票所とすることとする。

　【留意事項】

　　・投票所の変更にあたっては、第17投票区の投票管理者や地域の町会長の意向を確認



２ 報 告 事 項 （１）明るい選挙推進委員研修会の実施結果について

（２）明るい選挙推進協議会等のスケジュールについて

（３）当面の日程について

３ そ の 他 （１）令和元年度全国フォーラム及び選挙出前授業見本市の開催について

　　するなど丁寧に事務を進めること。

　　・投票所変更の周知方法を十分に検討して、選挙人が混乱することが無いように努め

　　ること。

　　・エレベーターホールが狭隘なことから、適切な人員配置を行い、滞留等混乱がおき

　　ることがないよう十分留意すること。

　　　開催日時：令和２年１月15日　午後２時から３時３０分まで

　　　参 加 者：明るい選挙推進委員等３６名

　　　明るい選挙推進委員研修会では、読売新聞の編集委員を講師として招聘し「未来を

　　選択する　明るい選挙推進委員としてできること」をテーマとした講演と初めての試

　　みとなるグループワークを実施した。

　　　令和２年３月10日に公益財団法人明るい選挙推進協会が主催する（総務省共催）全

　　国フォーラム及び選挙出前授業見本市について、委員長が出席する。

　　　参加した委員からは講演会については「説明がわかりやすかった」、グループワー

　　クについては「新鮮で楽しかった」等の意見が寄せられ好評であった。

　　　令和２年度の明るい選挙推進協議会の４月のスケジュール及び９月に開催予定の地

　　域懇談会の日程案について確認

　　　選挙管理委員が出席する令和２年７月までの主な事業（特別区選挙管理委員会連合

　　会通常総会ほか）日程について確認


